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外国人雇用状況の届出状況（令和７年10月末時点）を公表します 

北海道労働局（局長 村松
むらまつ

 達也
たつや

）はこのほど、令和７年10月末時点の外国人雇用についての 

届出状況を取りまとめましたので、公表します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 趣旨 

外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定  

及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離

職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣（ハローワーク）へ届け

出ることを義務付けており、ハローワークは当該届出に基づいて、事業主に対する外国

人労働者の雇用管理改善や再就職支援などの指導・助言などを行っています。 

届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者（特別永住者、在留資格「外交」･「公

用」の者を除く。）であり、数値は令和７年 10 月末時点で事業主から提出のあった届出

件数を集計したものです。  
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厚生労働省北海道労働局 

     職業安定部職業対策課 

 職 業 対 策 課 長 杉村 雅通 

 外国人雇用対策担当官 田原 光恵 

 電話 011(709)2311（内線3683） 

厚生労働省北海道労働局発表 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日 

【届出状況のポイント】 

① 外国人労働者数は51,358人（前年比7,477人、17.0％増）。 

② 外国人を雇用する事業所数は8,854所（前年比1,052所、13.5％増）。 

③ 国籍別では、ベトナムが最も多く13,337人（外国人労働者数全体の26.0％）。次いで  

インドネシアが10,952人（同21.3％）、中国が6,333人（同12.3％）の順。【別表１】 

④ 産業別では、外国人労働者数は「製造業」が最も多く、全体に占める割合は24.5％。  

また、外国人を雇用する事業所数は「農業、林業」が最も多く、全体に占める割合は  

17.7％。【別表４】 

⑤ 事業所規模別では、外国人労働者数、外国人を雇用する事業所数ともに「30人未満」規模

の事業所が最も多く、全体に占める割合はそれぞれ42.0％、66.0％。【別表８】 



 

- 2 - 

 

3 1 1 
2,729 3,573 

117 96 106 125 166 219 267 413 553 742 
1,106 

1,224 1,312 1,623 2,250 

1,121 
1,332 

1,558 1,593 1,818 2,295 2,360 3,063 3,231 3,749 3,355 2,812 
2,585 2,657 3,170 

3,743 4,255 1,002 
1,211 

1,414 1,454 1,729 1,872 2,115 
2,370 2,432 

2,664 2,896 3,017 3,147 3,222 3,331 
3,539 

3,843 

1,273 
1,527 

1,832 1,655 1,757 1,931 2,148 
2,680 3,273 

3,843 4,637 5,392 5,966 
8,180 

12,094 

16,502 

21,046 

499 4,482 4,452 4,483 
4,976 

5,583 

6,749 
8,553 

10,357 

12,946 
13,400 12,223 

12,530 

15,532 

18,474 

19,964 

6,125

8,145
9,403 9,250 9,894

11,199
12,372

15,081

17,756

21,026

24,387
25,363 25,028

27,813

35,439

43,881

51,358

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

在留資格別外国人労働者数の推移
技能実習

専門的・技術的分野の在留資格

身分に基づく在留資格

資格外活動

特定活動

不明

総数

（単位：人）

Ⅱ 届出状況のまとめ 

１ 外国人労働者及び外国人を雇用する事業所の状況 

令和 7 年 10 月末時点、外国人労働者数は 51,358 人、外国人を雇用する事業所数は

8,854 所であった。【別表２】 

産業別外国人労働者数をみると、「製造業」が 12,607 人で最も多く、全体の 24.5％

を占め、次いで「農業、林業」が 7,287 人で全体の 14.2％を占めている。【別表４】 
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（単位：人）

出典：厚生労働省北海道労働局「外国人雇用状況の届出状況」（各年 10 月末時点） 

 

注１：「専門的・技術的分野の在留資格」には、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職１号・２号」、「経営・管理」、「法律・会計

業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能１号・２号」が含まれる。 

注 2：「身分に基づく在留資格」には、在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が含まれる。 

注 3：「特定活動」に該当する活動には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

が含まれる。 

 



 

- 3 - 

 

２ 国籍別・在留資格別・産業別・事業所規模別の外国人労働者の状況 

（１）外国人労働者数を国籍別にみると、ベトナムが最も多く 13,337 人（外国人労働者

数全体の 26.0％）であり、次いでインドネシアが 10,952 人（同 21.3％）、中国が

6,333 人（同 12.3％）の順となっている。【図１、別表１】 

前年比ではインドネシアが 3,406 人（45.1％）増加し、ミャンマーは 1,280 人

（30.4％）、ネパールは 588 人（38.3％）増加している。ベトナムは 233 人（1.8％）

の増加となっている。 

一方、前年比で減少しているのは、ペルーが 2 人（3.2％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｇ７等とは、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダ、 

オーストラリア、ニュージーランド、ロシアをいう。 

  

（単位：人） 

※ 
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（２）外国人労働者数を在留資格別にみると、「専門的・技術的分野の在留資格※1」が最

も多く 21,046 人（外国人労働者数全体の 41.0％）であり、次いで「技能実習」が

19,964 人（同 38.9％）、「資格外活動」が 4,255 人（同 8.3％）となっている。【図

２、別表１】 

前年比では「専門的・技術的分野の在留資格」が 4,544 人（27.5％）増加し、「技

能実習」は 1,490 人（8.1％）、「特定活動」は 627 人（38.6％）増加している。「資

格外活動」は 512 人（13.7％）の増加となっている。 

なお、「専門的・技術的分野の在留資格」のうち、「特定技能」の外国人労働者数

は 12,271 人※3（前年比で 3,346 人（37.5％）増加）となっている。【別表９】 

 

 

 

 

                                

※1 「専門的・技術的分野の在留資格」には、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職１

号・２号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業

務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能１号・２号」が含まれる。 

※2 「身分に基づく在留資格」には、在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、

「定住者」が含まれる。 

※3 在留資格が「技能実習」から「特定技能」へ移行しても、離職を伴わずに、同一の事業主に引き続き

雇用される場合には、外国人雇用状況届出の提出が義務付けられていないことに留意が必要。 
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（３）外国人労働者数の産業別の割合をみると、「製造業」が 24.5％、「農業、林業」

が 14.2％、「建設業」が 11.4％となっている。【図３、別表４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

（４）外国人労働者数を事業所規模別にみると、「30 人未満」規模の事業所で就労する

者が最も多く、外国人労働者数全体の 42.0％となっている。【図４、別表８】 
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３ 産業別・事業所規模別の外国人雇用事業所の状況 

（１）外国人を雇用する事業所数の産業別の割合をみると、「農業、林業」が 17.7％、

「建設業」が 15.4％、「医療、福祉」が 11.1％となっている。【図５、別表４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外国人を雇用する事業所数を事業所規模別にみると、「30 人未満」規模の事業所

が最も多く、事業所数全体の 66.0％となっている。【図６、別表８】 

 

 

 

 

（単位：人） 



［別表１］　国籍別・在留資格別外国人労働者数

［別表２］　公共職業安定所別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数

［別表３］　公共職業安定所別・在留資格別外国人労働者数

［別表４］　産業別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数

［別表５］　公共職業安定所別・産業別外国人労働者数

［別表６］　在留資格別・産業別外国人労働者数

［別表７］　国籍別・産業別外国人労働者数

［別表８］　事業所規模別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数

［参考表］　外国人雇用事業所数及び外国人労働者数の推移

外国人雇用状況の届出状況表一覧（令和７年10月末時点）
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令和７年10月末時点 （単位：所、人）

うち派遣・
請負事業所

［比率］（注１）
うち派遣・
請負事業所

［比率］（注２）

8,854 240 [2.7%] 100.0% 51,358 2,198 [4.3%] 100.0%

1 札幌公共職業安定所 1,388 88 [6.3%] 15.7% 8,094 1,081 [13.4%] 15.8%

2 札幌東公共職業安定所 850 16 [1.9%] 9.6% 5,066 351 [6.9%] 9.9%

3 札幌北公共職業安定所 824 21 [2.5%] 9.3% 4,758 171 [3.6%] 9.3%

4 函館公共職業安定所 644 12 [1.9%] 7.3% 3,962 106 [2.7%] 7.7%

5 旭川公共職業安定所 656 14 [2.1%] 7.4% 3,269 110 [3.4%] 6.4%

6 帯広公共職業安定所 685 17 [2.5%] 7.7% 3,656 88 [2.4%] 7.1%

7 北見公共職業安定所 285 7 [2.5%] 3.2% 1,583 17 [1.1%] 3.1%

8 紋別公共職業安定所 170 5 [2.9%] 1.9% 1,533 21 [1.4%] 3.0%

9 小樽公共職業安定所 337 2 [0.6%] 3.8% 1,634 5 [0.3%] 3.2%

10 滝川公共職業安定所 140 2 [1.4%] 1.6% 670 8 [1.2%] 1.3%

11 釧路公共職業安定所 402 17 [4.2%] 4.5% 2,314 57 [2.5%] 4.5%

12 室蘭公共職業安定所 224 2 [0.9%] 2.5% 1,272 10 [0.8%] 2.5%

13 岩見沢公共職業安定所 107 2 [1.9%] 1.2% 455 2 [0.4%] 0.9%

14 稚内公共職業安定所 173 2 [1.2%] 2.0% 1,171 18 [1.5%] 2.3%

15 岩内公共職業安定所 295 2 [0.7%] 3.3% 2,255 14 [0.6%] 4.4%

16 留萌公共職業安定所 96 1 [1.0%] 1.1% 657 5 [0.8%] 1.3%

17 名寄公共職業安定所 173 2 [1.2%] 2.0% 825 4 [0.5%] 1.6%

18 浦河公共職業安定所 160 1 [0.6%] 1.8% 1,014 5 [0.5%] 2.0%

19 網走公共職業安定所 99 2 [2.0%] 1.1% 1,141 8 [0.7%] 2.2%

20 苫小牧公共職業安定所 473 3 [0.6%] 5.3% 2,323 8 [0.3%] 4.5%

21 根室公共職業安定所 378 4 [1.1%] 4.3% 2,025 38 [1.9%] 3.9%

22 千歳公共職業安定所 295 18 [6.1%] 3.3% 1,681 71 [4.2%] 3.3%

注１：

注２：

注３： 「構成比」欄は、事業所総数（総計）及び外国人労働者総数（総計）に対する各公共職業安定所別の事業所数及び外国人労働者数の比率を示す。なお、割合の数
値は小数点第二位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある。

［別表２］公共職業安定所別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数（北海道労働局）

事業所数 構成比
（注３）

外国人労働者数 構成比
（注３）

「外国人労働者数」欄中の「うち派遣・請負事業所［比率］」欄は、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数及び各公共職業安
定所別の外国人労働者数に対する労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数の割合を示す。割合の数値は小数点第二位を四捨五入
している。なお、労働者派遣事業等を行っている事業所に就労している外国人労働者のすべてが派遣労働者等であるとは限らない。

「事業所数」欄中の「うち派遣・請負事業所［比率］」欄は、労働者派遣・請負事業を行っている事業所数及び各公共職業安定所別の外国人雇用事業所数に対す
る労働者派遣・請負事業を行っている事業所数の割合を示す。割合の数値は小数点第二位を四捨五入している。

総計
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令和７年10月末時点 （単位：所、人）

うち派遣・
請負事業所

［比率］（注２）
うち派遣・
請負事業所

［比率］（注３）

8,854 240 [2.7%] 100.0% 51,358 2,198 [4.3%] 100.0%

A 農業、林業 1,571 18 [1.1%] 17.7% 7,287 352 [4.8%] 14.2%

うち 農業 1,555 17 [1.1%] 17.6% 7,261 351 [4.8%] 14.1%

B 漁業 389 1 [0.3%] 4.4% 1,263 5 [0.4%] 2.5%

C 鉱業、採石業、砂利採取業 6 0 [0.0%] 0.1% 36 0 [0.0%] 0.1%

D 建設業 1,360 23 [1.7%] 15.4% 5,832 97 [1.7%] 11.4%

E 製造業 917 12 [1.3%] 10.4% 12,607 86 [0.7%] 24.5%

うち 食料品製造業 605 10 [1.7%] 6.8% 10,813 71 [0.7%] 21.1%

うち 飲料・たばこ・飼料製造業 25 0 [0.0%] 0.3% 109 0 [0.0%] 0.2%

うち 繊維工業 15 1 [6.7%] 0.2% 160 14 [8.8%] 0.3%

うち 金属製品製造業 70 1 [1.4%] 0.8% 308 1 [0.3%] 0.6%

うち 生産用機械器具製造業 16 0 [0.0%] 0.2% 40 0 [0.0%] 0.1%

うち 電気機械器具製造業 17 0 [0.0%] 0.2% 109 0 [0.0%] 0.2%

うち 輸送用機械器具製造業 28 0 [0.0%] 0.3% 213 0 [0.0%] 0.4%

F 電気・ガス・熱供給・水道業 7 0 [0.0%] 0.1% 30 0 [0.0%] 0.1%

G 情報通信業 150 10 [6.7%] 1.7% 557 18 [3.2%] 1.1%

H 運輸業、郵便業 191 4 [2.1%] 2.2% 705 26 [3.7%] 1.4%

I 卸売業、小売業 974 4 [0.4%] 11.0% 4,329 47 [1.1%] 8.4%

J 金融業、保険業 15 0 [0.0%] 0.2% 39 0 [0.0%] 0.1%

K 不動産業、物品賃貸業 121 4 [3.3%] 1.4% 762 12 [1.6%] 1.5%

L 学術研究、専門・技術サービス業 175 7 [4.0%] 2.0% 403 29 [7.2%] 0.8%

M 宿泊業、飲食サービス業 879 9 [1.0%] 9.9% 4,669 53 [1.1%] 9.1%

うち 宿泊業 299 5 [1.7%] 3.4% 2,737 48 [1.8%] 5.3%

うち 飲食店 554 2 [0.4%] 6.3% 1,829 2 [0.1%] 3.6%

N 生活関連サービス業、娯楽業 209 5 [2.4%] 2.4% 998 13 [1.3%] 1.9%

O 教育、学習支援業 185 3 [1.6%] 2.1% 2,231 12 [0.5%] 4.3%

P 医療、福祉 979 4 [0.4%] 11.1% 4,809 8 [0.2%] 9.4%

うち 医療業 232 1 [0.4%] 2.6% 1,266 1 [0.1%] 2.5%

うち 社会保険・社会福祉・介護事業 746 3 [0.4%] 8.4% 3,542 7 [0.2%] 6.9%

Q 複合サービス事業 83 0 [0.0%] 0.9% 1,219 0 [0.0%] 2.4%

R サービス業（他に分類されないもの） 474 133 [28.1%] 5.4% 2,976 1,435 [48.2%] 5.8%

うち 自動車整備業 64 1 [1.6%] 0.7% 223 2 [0.9%] 0.4%

うち 職業紹介・労働者派遣業 120 89 [74.2%] 1.4% 1,057 782 [74.0%] 2.1%

うち その他の事業サービス業 197 37 [18.8%] 2.2% 1,435 627 [43.7%] 2.8%

S 公務（他に分類されるものを除く） 163 2 [1.2%] 1.8% 591 4 [0.7%] 1.2%

T 分類不能の産業 6 1 [16.7%] 0.1% 15 1 [6.7%] 0.0%

［別表４］産業別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数（北海道労働局）

事業所数 構成比
（注４）

外国人労働者数 構成比
（注４）

注４： 「産業別構成比」欄は、事業所総数（全産業計）及び外国人労働者総数（全産業計）に対する当該産業の事業所数及び外国人労働者数の割合を示す。なお、割合の数
値は小数点第二位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある。

全産業計

注１： 産業分類は、日本標準産業分類（令和５年７月改定）に対応している。

注２： 「事業所数」欄中の「うち派遣・請負事業所［比率］」欄は、労働者派遣・請負事業を行っている事業所数及び当該産業の事業所数に対する労働者派遣・請負事業を
行っている事業所数の割合を示す。割合の数値は小数点第二位を四捨五入している。

注３： 「外国人労働者数」欄中の「うち派遣・請負事業所［比率］」欄は、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数及び当該産業の外国人
労働者数に対する労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数の割合を示す。割合の数値は小数点第二位を四捨五入している。なお、労
働者派遣事業等を行っている事業所に就労している外国人労働者のすべてが派遣労働者等であるとは限らない。
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各年10月末時点 （単位：所、人）

事業所数 対前年増減率 外国人労働者数 対前年増減率

平成21年 1,555 19.1% 6,125 16.3%

平成22年 1,874 20.5% 8,145 33.0%

平成23年 2,181 16.4% 9,403 15.4%

平成24年 2,244 2.9% 9,250 ▲1.6%

平成25年 2,416 7.7% 9,894 7.0%

平成26年 2,628 8.8% 11,199 13.2%

平成27年 2,949 12.2% 12,372 10.5%

平成28年 3,217 9.1% 15,081 21.9%

平成29年 3,783 17.6% 17,756 17.7%

平成30年 4,342 14.8% 21,026 18.4%

令和元年 4,944 13.9% 24,387 16.0%

令和２年 5,492 11.1% 25,363 4.0%

令和３年 5,846 6.4% 25,028 ▲1.3%

令和４年 6,168 5.5% 27,813 11.1%

令和５年 6,902 11.9% 35,439 27.4%

令和６年 7,802 13.0% 43,881 23.8%

令和７年 8,854 13.5% 51,358 17.0%

［参考表］外国人雇用事業所数及び外国人労働者数の推移（北海道労働局）
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